
改正 現行 

東京都地域自殺対策強化補助事業補助金交付要綱 

 

平成２７年４月１日 

２７福保保政第１９号 

改正  平成２８年７月２０日 

２８福保保政第５７４号 

改正  平成２９年６月１５日 

 ２９福保保政第４１５号 

改正  平成２９年６月１５日 

 ２９福保保政第４１５号 

                      改正   平成３０年５月２２日 

 ３０福保保健第１９５号 

改正   令和元年６月６日 

３１福保保健第３３１号 

改正   令和２年５月２８日 

２福保保健第１３８号 

改正   令和３年７月２６日 

３福保保健第４０７号 

改正   令和４年６月３０日 

４福保保健第３２８号 

改正   令和５年 月  日 

５保医保健第５４号 

 

 

 

 

１から２１まで（現行のとおり） 

 

 

東京都地域自殺対策強化補助事業補助金交付要綱 

 

平成２７年４月１日 

２７福保保政第１９号 

改正  平成２８年７月２０日 

２８福保保政第５７４号 

改正  平成２９年６月１５日 

 ２９福保保政第４１５号 

改正  平成２９年６月１５日 

 ２９福保保政第４１５号 

                      改正   平成３０年５月２２日 

 ３０福保保健第１９５号 

改正   令和元年６月６日 

３１福保保健第３３１号 

改正   令和２年５月２８日 

２福保保健第１３８号 

改正   令和３年７月２６日 

３福保保健第４０７号 

改正   令和４年６月３０日 

４福保保健第３２８号 

 

 

 

 

 

 

１から２１まで（略） 

 

 

東京都地域自殺対策強化補助事業補助金交付要綱（案） 新旧対照表 



附 則 

 この要綱は、平成 27年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 28年７月 20日から施行し、平成 28年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成 29年６月 15日から施行し、平成 29年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成 30年５月 22日から施行し、平成 30年 4月 1日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年６月６日から施行し、平成 31年 4月 1日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年５月２８日から施行し、令和２年 4月 1日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年７月２６日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和４年６月３０日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和５年 月  日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

 この要綱は、平成 27年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 28年７月 20日から施行し、平成 28年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成 29年６月 15日から施行し、平成 29年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成 30年５月 22日から施行し、平成 30年 4月 1日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年６月６日から施行し、平成 31年 4月 1日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年５月２８日から施行し、令和２年 4月 1日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年７月２６日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和４年６月３０日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別添１） 

 

 

（別添１） 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別添２）  

対象経費支払基準 

 

１～４  

（現行のとおり） 

 

■ 報償費 

（現行のとおり） 

 

■ 賃金 

（現行のとおり） 

【基準限度額】 

日給（実働７.７５時間） ８，７６０円 

時給（１時間当たり）  １，１３０円 

 

■ 報酬～負担金 

（現行のとおり） 

 

 

 

別紙様式第１ 

（現行のとおり） 

 

様式１－１～２ 

（現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

（別添２） 

対象経費支払基準 

 

１～４ 

（略）  

 

■ 報償費 

（略） 

 

■ 賃金 

（略） 

【基準限度額】 

日給（実働７.７５時間） ８，４５０円 

時給（１時間当たり）  １，０９０円 

 

■ 報酬～負担金 

（略） 

 

 

 

別紙様式第１ 

（略） 

 

様式１－１～２ 

（略） 

 

 

 

 

 

 



様式１－３ ※全面改定のため、変更部分を示す下線は省略 

 

様式１－３ ※全面改定のため、変更部分を示す下線は省略 

 
 



様式１－４ 

 

様式１－４ 

 



別紙様式第２ 

 

 

 

 

別紙様式第２ 

 

 

 

 



 

別紙様式第３ 

 
 

様式３－１ 

（現行のとおり） 

 

 

 

 

 

別紙様式第３ 

 
 

様式３－１ 

（略） 

 

 

 

 



様式３－２ ※全面改定のため、変更部分を示す下線は省略 

 

様式３－２ ※全面改定のため、変更部分を示す下線は省略 

 

 



様式３－３ 

 

 

様式３－３ 

 

 



 

別紙様式第４ 

 

 

別紙様式第５～６ 

（現行のとおり） 

別紙様式第４ 

 

 

別紙様式第５～６ 

（略） 


